
指定管理者候補者選定基本調書

１　施設概要

施設名称 川口市老人福祉センター新郷たたら荘

設置目的
　老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション
のための便宜を総合的に供与し、もって老人福祉の増進を図ることを目的とする。（参照　川
口市老人福祉センター設置及び管理条例）

２　募集概要

募集要旨
【導入目的】

多様化する市民ニーズへの柔軟な対応、管理経費の削減、管理運営の効率化等を実現す
ることで、より高品質で市民満足度の高いサービスを提供することを目的とするもの

指定期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間） ２期

所在地 川口市大字東本郷１０００番地　（新郷保育所・新郷たたら荘２Ｆ）

構造規模

（１） 開　　　所　　平成３０年４月１日
（２） 構　　　造　　鉄骨造２階建
（３） 敷地面積　　２，４６１．３９㎡(全体)
（４） 延床面積　　１，５８９．７１㎡ （全体）
　　　　　　　　　　　　　４８８．１３㎡ （当該施設部分）
（５） 定員 １２０人

所管課 長寿支援課

利用料金 無し

選定種別

公募

※非公募の場合は、下欄に理由を記述すること

指定管理料 【年額】 １７，０００，０００円
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主な業種 福祉施設の管理運営

法人の目的
川口市が設置した福祉施設の受託管理業務を行うとともに、自ら市民の福祉ニーズに応え
るため、福祉施設を設置運営することを目的とする。

法人の事業

指定管理者として21事業の管理運営を川口市より委託され、併せて障害者相談支援セン
ター及び地域包括支援センターの7事業を受託するとともに、自主経営事業として13事業を
運営している。
　 
　１　受託経営事業
　　(1)　川口市特別養護老人ホーム、ショートステイ
　　(2)　川口市養護老人ホーム
　　(3)　川口市ケアハウス
　　(4)　川口市立南平児童センター、地域子育て支援拠点事業
　　(5)　川口市老人福祉センター（安行・神根・芝・新郷・仲町たたら荘）
　　(6)　川口市老人デイサービスセンター（横曽根、新郷、芝、芝南、鳩ヶ谷れんげそう）
　　(7)　川口市社会福祉センター（神根福祉センター）
　　（老人デイサービス事業、地域活動支援センター事業、ボランティア活動支援事業）
　　(8)　川口市生活介護きじばと
　　(9)　川口市就労継続支援きじばと
　　(10)　川口市障害者相談支援センターきらり
　　(11)　川口市地域包括支援センター
　　（神根、新郷、芝伊刈、西、鳩ヶ谷東部、新郷東地域包括支援センター）
 
　２　自主経営事業
　　(1)　川口市老人福祉センター（本町、芝中央、南平、前川たたら荘）
　　(2)　川口市やすらぎの家（並木、元郷やすらぎの家）
　　(3)　川口市居宅介護支援事業（横曽根、新郷、芝、鳩ヶ谷、神根居宅介護支援事業所）
　　(4)　川口市生活介護夢工房
　　(5)　鳩ヶ谷福祉センター

役員の状況 理事長１名　常務理事１名　理事８名　監事２名　評議員１１名

指定管理料 年額　１５,９０６,０００円

専門委員会における
審査点数

合計点数

300.6点

代　表　者 理事長　清水　竹敏

３　福祉部専門委員会における選定結果

第一位指定管理者候補者

名　　称 社会福祉法人川口市社会福祉事業団

所　在　地 川口市大字赤井１０５５番地
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借 入 金 比 率

流 動 比 率 252.02% 269.21% 226.92%

人 件 費 比 率 63.91% 65.17% 71.74%

財務に対する各部専門委員会の所見

・財務分析
 ①総資産：安定して推移しています。
 ②純資産：順調に増加しております。
 ③自己資本比率：３０％超のため、問題ありません。
 ④預貸率：借入無し。
 ⑤流動比率：１５０％超のため、問題ありません。
 ⑥人件費比率：令和３年度は社会福祉法人の平均を上回っています。

・総合所見
 令和３年度は緊急事態宣言発令に伴う臨時休所等により、売上高が減少したため、経常利益及び当期
純利益がマイナスとなっていますが、財務上、基本的に問題はありません。

総 資 産 976,530,099 1,043,686,501 888,958,248

純 資 産 599,551,797 654,517,146 507,909,412

自 己 資 本 比 率 61.40% 62.71% 57.14%

経 常 利 益 78,684,008 70,971,252 -134,626,416

特 別 利 益 2,020,000 1,420,000 3,897,382

当 期 純 利 益 80,704,008 72,391,252 -133,649,616

第一位指定管理者候補者

法 人 名 社会福祉法人川口市社会福祉事業団

決 算 期 令和元年度 令和２年度 令和３年度

総 売 上 高 2,501,804,828 2,472,292,826 2,272,386,631

４　指定管理者候補者財務分析表【単位：円】

【選定理由】

　川口市老人福祉センター新郷たたら荘の指定管理者を公募したところ、申請者は「社会福祉法人川口市

社会福祉事業団」の１者であった。当該施設の第１期指定管理者である。

　第２回福祉部指定管理者候補者選定及び評価専門委員会において、提出された資料及びプレゼンテー

ションによる審査を行い、総合的に評価し選考を行った。

　審査票に従って、４名の選考委員が３分野１２項目（１００点／名）について採点した結果、合計４００点満

点中３００．６点であった。（委員４名の平均は７５．２点）

　

採点では「１ 適切な施設の管理を安定して行う能力」の１-④の財政基盤の得点率が９０．０％と高い得点

率であった。また、１-③「職員配置・研修」の得点率は７５.０％、1-①「利用者や苦情等の対応」、1-②「災

害や事故発生時の連絡体制及び防災訓練の対応」、1-⑥「運営経費の有効かつ効果的な活用方法」の得

点率は７０．０％であった。

　　「２ 事業計画」ついては、評価に重点を置いている2-①「自主事業以外の事業」、2-②「自主事業の提

案」の得点率はいずれも８０．０%であった。

　

　「３ 費用の還元」では、自主事業収益の還元率が「５０％」と設定されており、還元率に関する項目は高

い評価となった。

　福祉部指定管理者候補者選定及び評価専門委員会では、上記の結果を踏まえ「社会福祉法人川口市

社会福祉事業団」を当該施設の指定管理者候補者とするもの。
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